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※　この情報を，掲示・回覧・チラシ配布・朝礼・口コミ等で広報していただきますようお願いいたします。

「なくそう特殊詐欺被害・アンダー１０作戦」展開中！ 

   
①「ＡＴＭでお金が戻ります」 
 
 という話は，すべて詐欺です！！ 
 
 
②ＡＴＭの利用限度額を引き下げておきましょう。 

   
   
  県内において市役所，金融機関などを名乗る犯人から 
     「医療費の過払い金（払い戻し）がある」 
     「封書を送っているが連絡がないので電話をした」 
     「本日中ならＡＴＭで手続きができる」 
     「キャッシュカードと携帯電話を持ってＡＴＭへ行って」 
などと言われ，携帯電話で通話しながら犯人の指示通りＡＴＭを操作して，犯人側に 
現金を送金してしまう被害が発生しています。 
 

   
   
   
 ○ スーパーマーケットや出張所などの係員のいないＡＴＭへ誘導 
 ○ 「振り込み」とは言わず「お客さま番号を入力して」と指示 
    （例）お客様番号４９８２００＝４９万８,２００円（振込金額） 
 ○ 「エラーになった」「他の口座でも」と言って連日に渡り電話をかけて 
  ＡＴＭを操作させる 
     


